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峡南医療センター企業団における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主

行動計画（以下「本計画」という。）は、女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律（平成２７年法律第６４号。以下「法」という。）第１５条に基づき、

峡南医療センター企業団企業長が策定する特定事業主行動計画である。 

 
（１）計画の期間 

本計画の期間は、令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までの５年

間とする。 

 
（２）女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等 

本企業団では、組織全体で断続的に女性職員の活躍を推進するため、本計

画の策定・変更、本計画に基づく取組の実施状況・数値目標の達成状況の点

検・評価等について協議を行う。 

 
（３）女性職員の活躍推進に向けた数値目標及び取組 

法第１５条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣政府令（平成２７年内閣政

府令第６１号。以下「内閣政府令」という。）第２条に基づき、峡南医療セ

ンター企業団において、それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関す

る状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った結果をもとに次に掲

げる取組を実施する。 
なお、この取組は最も大きな課題に対応するものから順に掲げている。 

 
（４）具体的な内容 
【１】女性職員の採用 
採用者に占める女性職員の割合は、医療技術職・看護師職・事務職・労務職

ごとに様々であるが、令和６年４月１日現在の職員数においても比較的女性の

比率が高い職場となっている。これを踏まえ、今後も多くの女性が活躍できる

よう取り組んでいく。また、期待される能力を有する女性を幅広く採用できる

よう、女性受験者・合格者の拡大に向けるなど入口の確保に加え職務・職員の

魅力等を伝えるための積極的な広報活動を実施していく。 

 
 
 
 
 



現状の分析 
●令和５年度中採用人数（医師は除く。） 

区 分 採用人数 

事務職 
男性 １ 

女性 ０ 

社会福祉職 
男性 ０ 

女性 １ 

医療技術職 
男性 ２ 

女性 １ 

看護師職 
男性 １ 

女性 ８ 

特定任期付任用職 
男性 ０ 

女性 １ 

 
令和５年度中退職者数（医師は除く。） 

区 分 退職者数 

事務職 
男性 １ 

女性 ０ 

医療技術職 
男性 １ 

女性 ０ 

看護師職 
男性 ０ 

女性 ５ 

福祉職 
男性 １ 

女性 １ 

 
●令和６年４月１日採用人数（医師は除く。） 

区 分 採用人数 

看護師職 
男性 １ 

女性 ２ 

福祉職 
男性 ０ 

女性 ２ 

特定任期付任用職 
男性 ０ 

女性 １ 

 



●令和６年４月１日現在の職員数 

区 分 人数 

市川三郷病院 
男性 １９ 

女性 ３４ 

富士川病院 
男性 ４９ 

女性 ９３ 

ケアセンターいちかわ 
男性 １４ 

女性 １６ 

サンビューふじかわ 
男性 １５ 

女性 ３４ 

経営管理局 
男性 ８ 

女性 １ 

計 
男性 １０５ 

女性 １７８ 

 
・目標数値 
令和６年４月１日現在、女性職員の割合は約６３％であり、今後も積極的な

女性の採用を行っていく。 

 
・今後の取り組み 
現在の女性職員雇用に対する問題点を洗い出す。 
女性が働きやすい職場としてのＰＲを行う。 

 
【２】女性職員の配置・登用 
女性職員の管理職への登用や、多様な職務機会を付与することにより、女性

職員のキャリア形成を支援する。 
●令和６年４月１日時点の管理職の割合 

区分 総数（人） 

 

うち女性 
（人） 

女性比率 
（%） 

病院長・施設長・

局長等（管理職） 
４ ０ ０．０ 

部長及び相当職 
（管理職） 

１５ ５ ３３．３ 

 



・数値目標 
管理職的地位のある女性職員を令和１１年度までに３０％に引き上げる。 

 
・今後の取り組み 
各役職における人材の確保を念頭に置いた人材育成を行う。 

 
【３】ワークライフバランスの形成 

女性職員が活躍できる職場を作るためには、男性女性関係なく仕事の効率化

を進めるとともに家庭環境の調和を図るワークライフバランスが不可欠と考え

る。 

 

・数値目標 

年次有給休暇の取得日数を一人当たり平均年間１０日の取得を継続させる。 

令和１１年度までに、職員全員の所定外労働時間を、一人当たり月平均１０

時間未満を目指す。 

 

・今後の取り組み 

事務的な仕事を中心とする日勤者を対象に、特定の事務員に過度の負担がか

からないよう職員の業務分担の見直しを定期的に行い、各職員の業務量の平準

化を図るとともに、取り組みの結果を踏まえ、他の職への拡大も検討していく。 
年１回実施するストレスチェックの結果を踏まえ、職場全体の課題を分析し、

対策を検討・実施する。 

 
【４】出産・育児の支援 
本企業団では、産前産後休暇を取得した職員全員が育児休業を取得している。

しかし、育児・介護休業法が改正され、男性の育児休業の取得が容易になった

にも関わらず、企業団の男性職員で取得した実績はない。 

 
・数値目標 
令和１１年度までに、男性職員の育児休業取得１名以上を目標にして、男性

職員の育児休業取得率を上げる。 

 
・今後の取り組み 
男女問わず育児休業を積極的に取得できる職場環境づくりを目指す。 

 
 


